
京都市老人クラブ補助金交付要綱 

 

 

（趣 旨） 

第１条 この要綱は、高齢者自らの生きがいを高め、健康づくりを進める活動やボランティア活

動をはじめとした地域を豊かにする活動を行う京都市内の老人クラブに対する補助金（以下

「補助金」という。）の交付に関し、京都市補助金等の交付等に関する条例（以下「条例」と

いう。）及び京都市補助金等の交付等に関する条例施行規則に定めるもののほか、必要な事項

を定めるものとする。 

 

（交付の対象） 

第２条 補助金は、老人クラブ活動事業に要する経費のうち、次の各号に掲げるものであって、

市長が適当と認めるものについて交付する。 

（１）友愛訪問活動事業 

（２）清掃奉仕健康づくり（介護予防）事業 

（３）地域見守り事業 

（４）教養講座開催事業 

（５）スポーツ活動事業 

（６）その他、老人クラブの活動推進事業 

 

（補助金の額） 

第３条 補助金の額は、別表により算定した額とする。ただし、前条に定める事業に対して要し

た費用を限度とする。 

２ 補助金の額は、申請があった日の属する月の翌月分から算定する。ただし、前年度から継続

して活動している老人クラブの４月の申請にあっては、当月分から算定する。 

 

（交付の申請） 

第４条 条例第９条の規定による申請は、老人クラブ補助金交付申請書（第１号様式）によって、

前年度から継続して活動している老人クラブについては４月末までに、新規に結成した老人

クラブについては補助金を受けようとする月の前月末までに、次の各号に掲げる書類（以下

「添付書類」という。）を添えて、当該老人クラブの代表者の居住地の区役所又は区役所支所

の所轄課長（以下「所轄課長」という。）を経て市長に提出しなければならない。 

（１）規約（ただし、新規に結成した老人クラブのみ） 

（２）老人クラブ会員名簿（第２号様式）又は会員の氏名、年齢及び役職名のわかるもの 

 

（進達） 

第５条 所轄課長は、前項の申請書を受理したときは、調査のうえ、別に定める期日までに当該



申請書及び添付書類に老人クラブ補助金進達書（第３号様式）及び老人クラブ名簿（第４号様

式）を添えて市長に進達するものとする。 

 

（標準処理期間） 

第６条 市長は、条例第９条による申請が到達してから６０日以内に条例第１０条各項の決定

をするものとする。 

 

（変更等の承認の申請） 

第７条 条例第１１条第１項第１号による補助事業等の内容又は経費の配分の変更に係る市長

等の承認の申請は、京都市老人クラブ補助金変更承認申請書（第５号様式）によって行うもの

とする。 

２ 条例第１１条第１項第１号に規定する軽微な変更は、次の各号に掲げる変更以外のものと

する。 

 （１）規約の変更 

 （２）代表者の変更 

 （３）老人クラブの解散 

 

（事業完了の届） 

第８条 条例第１８条の規定による実績報告は、当該年度終了後の４月末日までに京都市老人

クラブ事業実績報告書（第６号様式）を所轄課長を経て市長に提出しなければならない。 

  

（その他） 

第９条 市長に提出すべき書類の写し１部は所轄課において保管するものとする。 

 

（補則） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項については、所轄部長が

定める。 

 

   附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱による改正前の京都市老人クラブ補助金交付要綱（以下「旧京都市老人クラブ補助

金交付要綱」という。）に基づき、平成２２年３月３１日までに交付決定を行った補助金につ

いては、旧京都市老人クラブ補助金交付要綱の規定は、なお従前の例による。 

附 則 

（施行期日） 



この要綱は、平成２４年２月７日から施行する。 

 附 則 

（施行期日） 

この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱による改正前の京都市老人クラブ補助金交付要綱（以下「旧交付要綱」という。）

に基づき、令和３年３月３１日までに交付決定を行った補助金については、旧交付要綱の規定

は、なお従前の例による。 

 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和６年３月１日から施行する。 

 

別表 

老人クラブの会員数 単位 補助金の額 

３０人以上４９人以下 １クラブにつき１月 円 

１，９４０ 

５０人以上７９人以下 ３，８８０ 

８０人以上 ５，８２０ 

備考 

１ 老人クラブの会員数については、京都市老人クラブ運用基準を適用する。 

２ 補助金の交付決定があった後に、その老人クラブの会員数に変更があっても、交付決定時の

額は変更しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

第２号様式（第４条関係）

会員数 名

番号 新規 生年月日

注１　名簿が複数枚にわたる場合は、クラブ名及び会員数は１枚目のみに記入してください。
　２　新規入会者は新規欄に「○」を記入してください。
　３　本名簿の個人情報は、老人クラブ活動事業以外の目的には使用しません。
　４　『氏名、生年月日または年齢、住所、役職、新規会員の人数』が記載されていれば、他の様式にて代用可能です。

会　　員　　名　　簿（　　　／　　　枚目）

クラブ名

氏　　　　名 住　　　　　　　　　　　　所 役　　　　職

1

2

3

4

5

6

7

8

9

22

23

24

15

16

17

18

19

10

11

12

13

14

25

20

21

大・昭　　　年　　月　　日

大・昭　　　年　　月　　日

大・昭　　　年　　月　　日

大・昭　　　年　　月　　日

大・昭　　　年　　月　　日

大・昭　　　年　　月　　日

大・昭　　　年　　月　　日

大・昭　　　年　　月　　日

大・昭　　　年　　月　　日

大・昭　　　年　　月　　日

大・昭　　　年　　月　　日

大・昭　　　年　　月　　日

大・昭　　　年　　月　　日

大・昭　　　年　　月　　日

大・昭　　　年　　月　　日

大・昭　　　年　　月　　日

大・昭　　　年　　月　　日

大・昭　　　年　　月　　日

大・昭　　　年　　月　　日

大・昭　　　年　　月　　日

大・昭　　　年　　月　　日

大・昭　　　年　　月　　日

大・昭　　　年　　月　　日

大・昭　　　年　　月　　日

大・昭　　　年　　月　　日



第３号様式（第５条関係） 

 

 

老人クラブ補助金交付進達書 
 

年  月  日   

京 都 市 長 様 

区・支所    

（所轄課長） 

（担当    ☎         ） 

 

別紙申請書を受理しましたので、老人クラブ補助金交付要綱第５条に基づき、下記の

とおり意見を付けて進達します。 

 

記 

 

１ 京都市老人クラブ名簿に記載した老人クラブについては、適正クラブであると認めます。 

 

ク ラ ブ 数        クラブ 

 

２ 次の老人クラブについては、適正クラブでないと認めます。 

 

ク ラ ブ 名 称 代 表 者 名 学 区 代 表 者 住 所 

    

    

    

    

    

    

    



第４号様式（第５条関係）

年 度 京 都 市 老 人 ク ラ ブ 名 簿

　

新規 No. クラブ名称 代表者名  学　区 事務所代表者所在地 電　　話 会員数 補助対象事業予算額

区・支所
（所　轄　課　長）



第５号様式（第７条関係） 

 

京都市老人クラブ補助金変更承認申請書 

 

年  月  日 

京都市長 

 

                      （申請者） 

 

 

 

 

記 

 

標記のことについて、京都市補助金等の交付等に関する条例第１１条に基づき申請します。 

 

変更内容 

□ 規約の変更 

 

□ 代表者の変更 

 

□ 老人クラブの解散 （解散の時期    年   月 ） 

変更理由  



 


